
目

次

訓

令

○
青
森
県
津
軽
手
わ
ざ
職
人
流
通
機
能
強
化
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す

る
事
務
の
中
南
地
域
県
民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止

す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
産
業
課
）
…
一

告

示

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
人

事

課
）
…
二

○
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
三

○
青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

公
安
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
会

計

課
）
…
六

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

中
南
地
域
県
民
局

青
森
県
津
軽
手
わ
ざ
職
人
流
通
機
能
強
化
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
中
南
地
域
県
民
局

長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
津
軽
手
わ
ざ
職
人
流
通
機
能
強
化
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
中
南
地
域
県

民
局
長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
森
県
津
軽
手
わ
ざ
職
人
流
通
機
能
強
化
費
補
助
金
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
中
南
地
域
県
民
局

長
へ
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

青
森
県
報
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る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
メ
イ
プ
ル
調
剤
薬
局

十
和
田
市
東
三
番
町
一
〇
の
六
七

令
和三･
三･二六

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

居
宅
介
護
在
宅
生
活
ヘ

ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
焼
山
二

六
二
の
五

令
和三･
五･
一

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

重
度
訪
問

介
護

在
宅
生
活
ヘ

ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
焼
山
二

六
二
の
五

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
Ｋ

Ｅ
Ｍ
Ｙ
カ
ン

パ
ニ
ー

黒
石
市
緑
ヶ
丘
四

五
の
二

生
活
介
護
黒
石
苑

黒
石
市
緑
ヶ
丘
四

五
の
二

令
和三･
五･
一

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

人
事
給
与
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務
委
託
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
人
事
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
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令
和
三
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
七
の
一

六

契
約
金
額

五
千
五
百
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘
前
広
域

都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
の

区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

弘
前
広
域
都
市
計
画
区
域
の
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

市
街
化
区
域
か
ら
除
か
れ
る
区
域

弘
前
市
大
字
高
屋
字
本
宮
、
大
字
駒
越
字
村
元
、
字
平
田
、
大
字
浜
の
町
北
一
丁
目
、
大

字
神
田
三
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁
目
、
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
、
大
字
城
東
北
四
丁
目
、
大
字

末
広
一
丁
目
、
大
字
境
関
一
丁
目
、
大
字
福
田
一
丁
目
、
大
字
福
村
字
林
元
、
字
早
稲
田
、

大
字
豊
田
一
丁
目
、
大
字
小
比
内
二
丁
目
、
三
丁
目
、
大
字
大
清
水
一
丁
目
、
三
丁
目
、
四

丁
目
、
大
字
山
崎
一
丁
目
、
大
字
稔
町
、
大
字
清
水
富
田
字
清
水
流
、
大
字
旭
ケ
丘
一
丁

目
、
大
字
清
富
町
、
大
字
緑
ケ
丘
二
丁
目
、
三
丁
目
、
大
字
清
水
二
丁
目
、
大
字
樹
木
二
丁

目
、
大
字
茂
森
新
町
三
丁
目
、
大
字
和
田
町
、
大
字
浜
の
町
西
一
丁
目
、
大
字
藤
代
二
丁
目

及
び
大
字
清
野
袋
字
岡
部
の
各
一
部

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
除
か
れ
る
区
域

弘
前
市
大
字
桔

野
四
丁
目
、
大
字
樹
木
二
丁
目
、
三
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁
目
、
大
字

高
屋
字
本
宮
、
大
字
豊
田
一
丁
目
、
大
字
小
比
内
二
丁
目
、
三
丁
目
、
大
字
山
崎
二
丁
目
、

三
丁
目
、
大
字
稔
町
、
大
字
旭
ケ
丘
一
丁
目
、
大
字
緑
ケ
丘
一
丁
目
、
二
丁
目
、
大
字
清
水

一
丁
目
、
大
字
若
葉
一
丁
目
、
大
字
常
盤
坂
一
丁
目
、
大
字
茂
森
新
町
三
丁
目
、
大
字
茜
町

二
丁
目
、
大
字
藤
代
二
丁
目
及
び
大
字
清
野
袋
五
丁
目
の
各
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

市
街
化
区
域
に
追
加
さ
れ
る
区
域

弘
前
市
大
字
桔

野
四
丁
目
、
大
字
樹
木
二
丁
目
、
三
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁
目
、
大
字

高
屋
字
本
宮
、
大
字
豊
田
一
丁
目
、
大
字
小
比
内
二
丁
目
、
三
丁
目
、
大
字
山
崎
二
丁
目
、

三
丁
目
、
大
字
稔
町
、
大
字
旭
ケ
丘
一
丁
目
、
大
字
緑
ケ
丘
一
丁
目
、
二
丁
目
、
大
字
清
水

一
丁
目
、
大
字
若
葉
一
丁
目
、
大
字
常
盤
坂
一
丁
目
、
大
字
茂
森
新
町
三
丁
目
、
大
字
茜
町

二
丁
目
、
大
字
藤
代
二
丁
目
及
び
大
字
清
野
袋
五
丁
目
の
各
一
部

市
街
化
調
整
区
域
に
追
加
さ
れ
る
区
域

弘
前
市
大
字
高
屋
字
本
宮
、
大
字
駒
越
字
村
元
、
字
平
田
、
大
字
浜
の
町
北
一
丁
目
、
大

字
神
田
三
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁
目
、
大
字
撫
牛
子
二
丁
目
、
大
字
城
東
北
四
丁
目
、
大
字

末
広
一
丁
目
、
大
字
境
関
一
丁
目
、
大
字
福
田
一
丁
目
、
大
字
福
村
字
林
元
、
字
早
稲
田
、

大
字
豊
田
一
丁
目
、
大
字
小
比
内
二
丁
目
、
三
丁
目
、
大
字
大
清
水
一
丁
目
、
三
丁
目
、
四

丁
目
、
大
字
山
崎
一
丁
目
、
大
字
稔
町
、
大
字
清
水
富
田
字
清
水
流
、
大
字
旭
ケ
丘
一
丁

目
、
大
字
清
富
町
、
大
字
緑
ケ
丘
二
丁
目
、
三
丁
目
、
大
字
清
水
二
丁
目
、
大
字
樹
木
二
丁

目
、
大
字
茂
森
新
町
三
丁
目
、
大
字
和
田
町
、
大
字
浜
の
町
西
一
丁
目
、
大
字
藤
代
二
丁
目

及
び
大
字
清
野
袋
字
岡
部
の
各
一
部

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
弘
前
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間
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午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
県
地
域
防
災
計
画
修
正
の
要
旨

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

青
森
県
地
域
防
災
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。
）
を
修
正
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
防
災
会
議
会
長

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

計
画
修
正
の
趣
旨

青
森
県
防
災
会
議
は
、
昭
和
三
十
八
年
に
計
画
を
作
成
し
て
以
来
、
毎
年
こ
れ
に
検
討
を
加

え
、
必
要
に
応
じ
修
正
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
県
の
防
災
対
策
の
見
直
し
、
国
の
防

災
基
本
計
画
の
修
正
等
を
踏
ま
え
、
計
画
に
つ
い
て
、
災
害
対
策
全
般
に
わ
た
っ
て
修
正
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。

二

計
画
修
正
の
年
月
日

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

三

計
画
修
正
の
主
な
内
容

風
水
害
等
災
害
対
策
編

第
二
章

防
災
組
織

第
三
節

県
災
害
対
策
本
部

情
報
共
有
の
支
援
と
状
況
認
識
の
統
一
を
図
る
た
め
、
国
が
実
施
す
る
関
係
機
関
調
整
の

た
め
の
連
絡
会
議
、
調
整
会
議
、
現
地
作
業
調
整
会
議
と
の
密
接
な
連
携
を
確
保
す
る
こ
と

と
し
た
。

第
三
章

災
害
予
防
計
画

第
二
節

業
務
継
続
性
の
確
保

病
院
等
、
人
命
に
関
わ
る
重
要
施
設
の
管
理
者
に
お
い
て
、
非
常
用
電
源
の
確
保
に
努
め

る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
県
、
電
気
事
業
者
等
は
、
重
要
施
設
等
の
非
常
用
電
源
設
置
状
況
等

の
把
握
、
電
源
車
等
の
配
備
調
整
の
円
滑
化
等
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
節

防
災
業
務
施
設
・
設
備
等
の
整
備

警
察
・
消
防
・
自
衛
隊
等
の
部
隊
の
展
開
、
宿
営
の
拠
点
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
、
物
資
搬
送
施

設
等
の
広
域
防
災
拠
点
の
確
保
に
お
い
て
、
市
町
村
有
施
設
等
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
予

め
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
広
域
防
災
拠
点
施
設
に
つ
い
て
は
、
「
青
森
県

広
域
防
災
拠
点
リ
ス
ト
」
と
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
七
節

防
災
教
育
及
び
防
災
思
想
の
普
及

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
の
配
布
・
回
覧
時
、
居
住
地
域
の
災
害
リ
ス
ク
や
と
る
べ
き
行
動
等

を
周
知
す
る
な
ど
、
避
難
に
関
す
る
情
報
の
意
味
の
理
解
促
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
八
節

企
業
防
災
の
促
進

豪
雨
時
等
に
お
け
る
従
業
員
の
安
全
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
者
に
お
い
て
テ
レ
ワ
ー
ク

の
実
施
、
時
差
出
勤
、
計
画
的
休
業
等
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
十
節

避
難
対
策

指
定
避
難
所
に
お
け
る
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
、
平
時
か
ら
の
検
討
・
取
組
に
努
め
る
こ

と
と
し
た
。

第
十
六
節

交
通
施
設
対
策

船
舶
の
走
錨
等
に
よ
る
臨
港
道
路
の
損
壊
防
止
の
た
め
、
防
衝
工
設
置
に
努
め
る
こ
と
と

し
た
。

第
十
七
節

電
力
・
ガ
ス
・
上
下
水
道
・
電
気
通
信
・
放
送
施
設
対
策

電
気
事
業
者
及
び
電
気
通
信
事
業
者
に
お
け
る
停
電
、
通
信
障
害
発
生
時
の
被
害
状
況
の

把
握
、
被
災
者
へ
の
情
報
提
供
体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
四
章

災
害
応
急
対
策
計
画

第
二
節

情
報
収
集
及
び
被
害
等
報
告

各
機
関
に
お
い
て
機
動
的
な
情
報
収
集
活
動
を
行
う
た
め
、
必
要
に
応
じ
無
人
航
空
機
等

の
活
用
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

第
四
節

災
害
広
報
・
情
報
提
供

災
害
関
連
情
報
を
外
国
人
に
提
供
す
る
に
当
た
り
、
災
害
時
外
国
人
支
援
情
報
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
活
用
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

第
六
節

広
域
応
援

国
が
派
遣
す
る
内
閣
府
調
査
チ
ー
ム
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

第
八
節

避
難

災
害
時
応
援
協
定
の
締
結
に
伴
う
所
要
の
修
正
を
行
っ
た
。

第
十
四
節

応
急
住
宅
供
給

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
改
正
に
よ
り
、
被
災
住
宅
の
応
急
修
理
の
対
象
が
拡
充

さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
所
要
の
修
正
を
行
っ
た
。

（ ）4青 森 県 報 第299号令和３年４月21日 水曜日



第
十
七
節

被
服
、
寝
具
、
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
（
貸
）
与

国
の
物
資
調
達
・
輸
送
調
整
等
支
援
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
効
率
的
な
物
資
支
援
の
推
進

に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
十
四
節

廃
棄
物
等
処
理
及
び
環
境
汚
染
防
止

国
、
自
治
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
関
係
者
の
役
割
分
担
等
を
整
理
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
、
周
知
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
十
九
節

電
力
・
ガ
ス
・
上
下
水
道
・
電
気
通
信
・
放
送
施
設
対
策

事
業
者
に
お
い
て
、
通
信
障
害
の
状
況
や
原
因
等
を
関
係
機
関
に
対
し
迅
速
に
通
報
す
る

こ
と
と
し
た
。

第
五
章

雪
害
対
策
、
事
故
災
害
対
策
計
画

第
六
節

危
険
物
等
災
害
対
策

事
業
者
に
お
い
て
、
危
険
物
流
出
事
故
の
防
止
対
策
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

地
震
・
津
波
災
害
対
策
編

「
風
水
害
等
災
害
対
策
編
」
の
修
正
に
合
わ
せ
て
諸
対
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
所
要
の
修

正
を
行
っ
た
。

火
山
災
害
対
策
編

第
一
章

総
則

第
八
節

火
山
災
害
の
想
定

各
火
山
の
想
定
影
響
範
囲
図
を
追
加
し
、
記
載
内
容
の
充
実
を
図
っ
た
。

そ
の
他
「
風
水
害
等
災
害
対
策
編
」
の
修
正
に
合
わ
せ
て
諸
対
策
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
所

要
の
修
正
を
行
っ
た
。

原
子
力
災
害
対
策
編

第
一
章

総
則

第
六
節

原
子
力
災
害
対
策
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
区
域
の
範
囲

予
防
的
防
護
措
置
を
準
備
す
る
区
域
（
Ｐ
Ａ
Ｚ
）
及
び
緊
急
防
護
措
置
を
準
備
す
る
区
域

（
Ｕ
Ｐ
Ｚ
）
の
原
子
力
災
害
対
策
の
目
標
に
係
る
記
述
の
国
際
的
な
考
え
方
と
の
整
合
性
を

図
っ
た
。

第
二
章

原
子
力
災
害
事
前
対
策

第
十
一
節

救
助
・
救
急
、
医
療
、
消
火
及
び
防
護
資
機
材
等
の
整
備

一

原
子
力
災
害
拠
点
病
院
の
研
修
・
訓
練
に
係
る
役
割
を
整
理
し
た
。

二

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
配
布
体
制
に
関
し
、
甲
状
腺
の
内
部
被
ば
く
及
び
健
康
影
響
の
年
齢
に

よ
る
違
い
を
考
慮
し
服
用
を
優
先
す
べ
き
対
象
者
を
追
加
し
た
。

三

安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
管
理
場
所
と
し
て
薬
局
を
追
加
し
た
。

第
三
章

緊
急
事
態
応
急
対
策

第
三
節

活
動
体
制
の
確
立

国
の
原
子
力
被
災
者
生
活
支
援
チ
ー
ム
に
関
す
る
記
載
を
整
理
し
た
。

第
四
節

屋
内
退
避
、
避
難
収
容
等
の
防
護
活
動

一

自
然
災
害
と
の
複
合
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
人
命
の
安
全
を
第
一
と
し
た
防
護
措
置

を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
整
理
し
た
。

二

感
染
症
流
行
下
に
お
い
て
原
子
力
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
屋
内
退
避
、
避
難
収
容
等
防

護
活
動
の
実
施
に
つ
い
て
追
加
し
た
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
浅
水
七
崎
土
地
改
良
区
の
頭
首
工
管
理
規
程
を
令
和
三
年
四
月
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

三
八
地
域
県
民
局
長

船

水

浩

人

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
用
水
の
取
水
を
行
い
、
毎
年
五
月
十

日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
水
量

を
取
水
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に
こ

れ
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行
う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
態
勢
を
と
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
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す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を
理
事
長
に

報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
枝
川

鶴
田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
三
年
四
月
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

西
北
地
域
県
民
局
長

畑

内

圭

一

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤
石

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
三
年
四
月
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

西
北
地
域
県
民
局
長

畑

内

圭

一

公

安

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
警
察
本
部
長

村

井

紀

之

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
警
察
通
信
指
令
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
（
再
リ
ー
ス
）

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
通
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
北
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目
二
の
二
三

六

契
約
金
額

五
千
百
十
五
万
三
千
九
百
六
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
随
意
契
約
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


